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概  要 

 

調査の概要 

 

 １ 調査の目的 

    全国の社会福祉施設等の数，在所者，従事者の状況等を把握し，社会福祉行政推

進のための基礎資料を得ることを目的とする。 

 

 ２ 調査の対象及び客体 

    社会福祉施設等を対象とし，その全数（休止中を含む。）を客体とした。 

 

 ３ 調査の時期 

    平成 27 年 10 月１日 

 

 ４ 調査事項 

    施設の種類，施設名，所在地，設置・経営主体，定員，在所者の状況，従事者数

等 

  

 ５ 調査方法及び系統 

    調査票の配布・回収は，平成 20 年調査までは都道府県・指定都市・中核市が実

施していたが，平成 21～23 年調査は，調査票を厚生労働省が委託した民間事業者

からの郵送に変更した。 

    平成24年調査からは、行政情報から把握可能な項目を基本票として、都道府県・

指定都市・中核市に対しオンラインによる調査票の配布・回収により調査を実施し、

それ以外の項目を詳細票として、施設・事業所に対し厚生労働省が委託した民間事

業者による調査票の配布・回収（郵送）により調査を実施している。 

 

 ６ 結果の集計 

    結果の集計は，厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担当）で行った。 

 

 ７ 統計表利用上の注意 

第１表―社会福祉施設数・定員・在所者数・従事者数，公営・私営の別 

第２表－社会福祉施設数・定員・在所者数・従事者数，市町村別 

 （１）施設の分類は法律によった。 

（２）回収施設のうち，活動中の施設について集計した。 

 （３）特別養護老人ホーム，通所介護及び短期入所生活介護については，平成 12 年以

降は「介護サービス施設・事業所調査」により把握した数値である。 

（４）掲載の数値は四捨五入しているので，内訳の合計が「総数」に合わない場合があ

る。 
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結果の概要 

 

調査方法の変更等による回収率変動の影響を受けているため，年次比較は行わない。 

 

注：１） 老人福祉施設について，平成 12 年以降は，「介護サービス施設・事業所調査」に

おいて介護老人福祉施設，通所介護，短期入所生活介護として把握した数値を含む。 

   ２） 障害者総合支援法による障害者支援施設等である｢障害者支援施設｣｢地域活動支援

センター｣｢福祉ホーム｣をいう。 

   ３） 障害者自立支援法の施行に伴い、経過措置による旧法（身体障害者福祉法、知的障

害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律）の施設である。 

 

１ 施設数 

 

表１ 施設の種類別にみた施設数の年次推移 
   

  

平成 

21 年 

平成 

22 年 

平成 

23 年 

平成 

24 年 

平成 

25 年 

平成 

26 年 

平成 

27 年 

総数 1,879 1,769 1,803 1,906 2,063 2,215 2,335 

保護施設 5 5 5 5 3 3 4 

老人福祉施設 1) 1,088 1,013 1,040  1,122 1,255 1,389 1,463 

障害者支援施設等 2) 98 115 122 131 132 125 120 

旧身体障害者更生援護施設 3) 5 0 0 ・ ・ ・ ・ 

旧知的障害者援護施設 3) 40 21 12 ・ ・ ・ ・ 

旧精神障害者社会復帰施設 3) 9 6 3 ・ ・ ・ ・ 

身体障害者社会参加支援施設 2 2 2 2 2 2 2 

婦人保護施設 1 1 1 1 1 1 1 

児童福祉施設 562 553 559 566 578 593 632 

（再掲）保育所 461 451  456 471 483 497 436 

母子・父子福祉施設 1 1 1 1 1 1 1 

その他の社会福祉施設等 68 52 58 78 91 101 112 

 

２ 定員 

  

表２ 施設数の種類別にみた定員の年次推移 
    

  

平成 

21 年 

平成 

22 年 

平成 

23 年 

平成 

24 年 

平成 

25 年 

平成 

26 年 

平成 

27 年 

総数 66,464 65,889 68,644 70,877 73,113 75,041 82,709 

保護施設 360 360 360 360 260 260 340 

老人福祉施設 1) 15,390 15,461 16,306 16,546 17,173 18,237 19,692 

障害者支援施設等 2) 2,878 3,926 4,673 5,055 4,907 4,430 4,386 

旧身体障害者更生援護施設 3) 148 0 0 ・ ・ ・ ・ 

旧知的障害者援護施設 3) 1,755 890 480 ・ ・ ・ ・ 

旧精神障害者社会復帰施設 3) 203 130 60 ・ ・ ・ ・ 

婦人保護施設 8 8 8 8 8 8 8 

児童福祉施設 43,299 42,854 43,928 45,229 46,487 47,699 53,573 

（再掲）保育所 41,498 40,943 42,187 43,348 44,586 45,979 43,346 

その他の社会福祉施設等 2,423 2,260 2,829 3,679 4,278 4,407 4,710 

※ 児童福祉施設の定員数には，母子生活支援施設分を含まない。 
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３ 在所者数 

  

表３ 施設の種類別にみた在所者数の年次推移 
   

  

平成 

21 年 

平成 

22 年 

平成 

23 年 

平成 

24 年 

平成 

25 年 

平成 

26 年 

平成 

27 年 

総数 63,829 63,636 65,888 68,440 70,283 71,664 75,357 

保護施設 378 372 370 375 269 266 345 

老人福祉施設 1) 12,407 12,411 13,003 13,284 13,388 14,200 15,182 

障害者支援施設等 2) 1,557 2,643 3,701 4,068 3,917 4,108 3,947 

旧身体障害者更生援護施設 3) 144 0 0 ・ ・ ・ ・ 

旧知的障害者援護施設 3) 1,690 883 492 ・ ・ ・ ・ 

旧精神障害者社会復帰施設 3) 142 97 31 ・ ・ ・ ・ 

婦人保護施設 0 0 0 0 0 1 0 

児童福祉施設 45,492 45,391 45,986 47,654 49,057 49,399 51,831 

（再掲）保育所 43,976 43,730 44,571 46,283 47,657 48,009 42,154 

その他の社会福祉施設等 2,019 1,839 2,305 3,059 3,652 3,690 4,052 

※ 児童福祉施設の定員数には，母子生活支援施設分を含まない。 

 

 

４ 従事者数 

  

表４ 施設の種類別にみた従事者数の年次推移 
   

  

平成 

21 年 

平成 

22 年 

平成 

23 年 

平成 

24 年 

平成 

25 年 

平成 

26 年 

平成 

27 年 

総数 29,763 29,761 31,448 32,986 34,778 36,876 38,445 

保護施設 120 131 134 139 100 108 146 

老人福祉施設 1) 16,154 15,871 17,098 17,845 19,173 20,712 21,212 

障害者支援施設等 2) 1,338 1,915 2,466 2,549 2,513 2,543 2,651 

旧身体障害者更生援護施設 3) 63 0 0 ・ ・ ・ ・ 

旧知的障害者援護施設 3) 681 299 169 ・ ・ ・ ・ 

旧精神障害者社会復帰施設 3) 53 38 13 ・ ・ ・ ・ 

身体障害者社会参加支援施設 14 16 15 16 10 15 12 

婦人保護施設 0 0 0 0 0 0 1 

児童福祉施設 10,129 10,499 10,315 11,007 11,358 11,904 12,803 

（再掲）保育所 8,875 8,949 9,037 9,413 9,722 10,238 8,831 

母子・父子福祉施設 3 2 3 3 3 2 2 

その他の社会福祉施設等 1,208 990 1,233 1,427 1,621 1,592 1,618 
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用 語 の 定 義 

 

１ 施設 

保護施設 

(1) 救護施設 

身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者

を入所させて、生活扶助を行う施設。 

(2) 更生施設 

身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所さ

せて、生活扶助を行う施設。 

(3) 医療保護施設 

医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行う施設。 

(4) 授産施設 

身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保

護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自

立を助長する施設。 

(5) 宿所提供施設 

住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行う施設。 

 

老人福祉施設 

(1) 養護老人ホーム（一般、盲） 

65 歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養

護を受けることが困難な者を入所させ、養護する施設。 

(2) 軽費老人ホーム（Ａ型、Ｂ型、ケアハウス） 

無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便

宜を供与する施設。 

軽費老人ホームＡ型：高齢等のため独立して生活するには不安が認められる者を

入所させる。 

軽費老人ホームＢ型：身体機能等の低下等が認められる者（自炊ができない程度

の身体機能の低下等が認められる者を除く。）または高齢等

のため独立して生活するには不安が認められる者を入所さ

せる。 

軽費老人ホーム（ケアハウス）：身体機能の低下等により自立した日常生活を営む

ことについて不安があると認められる者であって、

家族による援助を受けることが困難な者を入所さ

せる。 

 

(3) 老人福祉センター（特Ａ型、Ａ型、Ｂ型） 

Ａ型は無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人

に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に

供与する施設。 

なお、特Ａ型は保健関係部門を強化した施設で、Ｂ型は基本となるＡ型の機能を

補完する施設。 

 

障害者支援施設等 

(1) 障害者支援施設 

障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉

サービスを行う施設。（独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設

置する施設を含む。） 
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(2) 地域活動支援センター 

障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進

その他の便宜を供与する施設。 

(3) 福祉ホーム 

現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用さ

せるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設。 

 

身体障害者社会参加支援施設 

(1) 身体障害者福祉センター（Ａ型、Ｂ型） 

無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対

し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのために必

要な便宜を総合的に供与する施設。 

Ａ型：身体障害者の福祉の増進を図る事業を総合的に行う。 

Ｂ型：身体障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業を行

う。 

(2) 障害者更生センター 

身体障害者又はその家族に対し、宿泊、レクリエーション、その他休養のための

便宜を供与する施設。 

(3) 補装具製作施設 

無料又は低額な料金で、補装具の製作又は修理を行う施設。 

(4) 盲導犬訓練施設 

無料又は低額な料金で、盲導犬の訓練を行うとともに、視覚障害のある身体障害

者に対し、盲導犬の利用に必要な訓練を行う施設。 

(5) 点字図書館 

無料又は低額な料金で、点字刊行物及び視覚障害者用の録音物の貸し出し等を行

う施設。 

(6) 点字出版施設 

無料又は低額な料金で、点字刊行物を出版する施設。 

(7) 聴覚障害者情報提供施設 

無料又は低額な料金で、手話入りビデオカセットの製作や貸し出しを行うほか、

手話通訳者の派遣、相談等を行う施設。 

 

婦人保護施設 

要保護女子を入所させて保護する施設。 

 

児童福祉施設 

(1) 助産施設 

保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることがで

きない妊産婦を入所させて、助産を受けさせる施設。 

(2) 乳児院 

乳児を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援

助を行う施設。 

(3) 母子生活支援施設 

配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童

を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のために

その生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う施設。 

  (4) 幼保連携型認定こども園 

    幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能を持つ単一の施設として、就学前の子

どもに幼児教育・保育を提供する機能や地域における子育て支援を行う機能を備え

る施設。 
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(5) 保育所型認定こども園 

  保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能

を備えることで、就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能や地域における

子育て支援を行う機能を備える施設。 

(6) 保育所 

保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて、保育を行うことを

目的とする施設。 

  (7) 小規模保育事業所 

    保育を必要とする乳児・幼児であって満三歳未満のものについて、保育を必要と

する乳児・幼児を保育することを目的とする施設において、保育を行う事業所。 

(8) 児童養護施設 

乳児を除いて、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要す

る児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自

立のための援助を行う施設。 

(9) 障害児入所施設（福祉型、医療型） 

福祉型：障害児を入所させて、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技

能を付与することを目的とする施設。 

医療型：障害児を入所させて、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能

の付与及び治療を行うことを目的とする施設。 

(10) 児童発達支援センター（福祉型、医療型） 

福祉型：障害児を日々保護者の下から通わせて、日常生活における基本的動作の指

導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練

を行うことを目的とする施設。 

医療型：障害児を日々保護者の下から通わせて、日常生活における基本的動作の指

導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練

及び治療を行うことを目的とする施設。 

(11) 情緒障害児短期治療施設 

軽度の情緒障害を有する児童を、短期間入所させ、又は保護者の下から通わせて、

その情緒障害を治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う施設。 

(12) 児童自立支援施設 

不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由

により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の

児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者に

ついて相談その他の援助を行う施設。 

(13) 児童家庭支援センター 

地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、母子家庭その他の家庭、地

域住民その他からの相談に応じ、必要な助言、指導を行い、あわせて児童相談所、

児童福祉施設等との連絡調整、援助を総合的に行う施設。 

(14) 児童館（小型児童館、児童センター、大型児童館（Ａ型、Ｂ型、Ｃ型）、その他

の児童館） 

屋内に集会室、遊戯室、図書室等必要な設備を設け、児童に健全な遊びを与えて、

その健康を増進し、又は情操をゆたかにする施設。 

小型児童館：小地域を対象。 

児童センター：児童の体力増進を図る機能を有する。 

大型児童館：広域児童を対象。 

Ａ型：都道府県内の児童館の指導及び連絡調整等の役割を果たす中枢的機能を

有する。 

Ｂ型：自然の中で宿泊し、野外活動が行える機能を有する。 

Ｃ型：芸術、体育、科学等の総合的な活動ができる機能を有する。 

(15) 児童遊園 

屋外に広場、ブランコ等必要な設備を設け、児童に健全な遊びを与えて、その健
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康を増進し、又は情操をゆたかにする施設。 

 

母子福祉施設 

(1) 母子・父子福祉センター 

無料又は低額な料金で、母子家庭に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活

指導及び生業の指導を行う等母子家庭の福祉のための便宜を総合的に供与する施設。 

(2) 母子・父子休養ホーム 

無料又は低額な料金で、母子家庭に対して、レクリエーションその他休養のため

の便宜を供与する施設。 

 

その他の社会福祉施設等 

(1) 授産施設（社会福祉法） 

労働力の比較的低い生活困難者に対し、施設を利用させることによって、就労の

機会を与え、又は技能を修得させ、これらの者の保護と自立更生を図る施設。 

(2) 宿所提供施設（社会福祉法） 

生計困難者のために無料又は低額な料金で貸し付ける簡易住宅、又は宿泊所その

他の施設。 

(3) 盲人ホーム 

あん摩師免許、はり師免許又はきゅう師免許を有する視覚障害者であって、自営

し、又は雇用されることの困難な者に対し施設を利用させるとともに、必要な技術

の指導を行い、その自立更生を図る施設。 

(4) 無料低額診療施設 

生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う施設。 

(5) 隣保館 

無料又は低額な料金で施設を利用させ、近隣地域における住民の生活の改善及び

向上を図る施設。 

(6) へき地保健福祉館 

へき地において地域住民に対し、保健福祉に関する福祉相談、健康相談、講習会、

集会、保育、授産など生活の各般の便宜を供与する施設。 

(7) へき地保育所 

へき地における保育を要する児童に対し、必要な保護を行い、これらの児童の福

祉の増進を図る施設。 

(8) 有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅以外） 

有料老人ホーム（※1）のうち，サービス付き高齢者向け住宅（※2）の登録はな

い施設。 

(9) 有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅であるもの） 

有料老人ホーム（※1）のうち，サービス付き高齢者向け住宅（※2）の登録があ

る施設。 

  (※1)有料老人ホーム 

老人を入所させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他日常 

生活上必要な便宜を供与する施設。 

  (※2)サービス付き高齢者向け住宅 

    60 歳以上の高齢者等を入居させ，状況把握サービス，生活相談サービス等の高齢 

者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する賃貸住宅等。 

 

２ 障害福祉サービス等・障害児通所支援等事業所 

(1) 居宅介護 

居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに

生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行う。 

(2) 重度訪問介護 

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難
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を有する障害者であって常時介護を要する障害者につき、居宅において入浴、排せつ

及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言

その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行う。 

(3) 同行援護 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当

該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及

び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助を行う。 

(4) 行動援護 

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護

を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必

要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害

者等が行動する際の必要な援助を行う。 

 

(5) 療養介護 

病院において機能訓練、療養上の管理、看護及び医学的管理の下における介護その

他必要な医療並びに日常生活上の世話を要する障害者であって、常時介護を要するも

のにつき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、

看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行う。 

 

(6) 生活介護 

施設において入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動及び生産活動の機会の提

供その他の支援を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼

間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等

に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援並びに創作的活動及び生産活

動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行う。 

(7) 重度障害者等包括支援 

常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもの

のうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害によ

り行動上著しい困難を有するものにつき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動

援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援，就労継続支援及び共同生活援

助を包括的に提供する。 

(8) 計画相談支援 

障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の

意向等を勘案し、利用する障害福祉サービス等を定めたサービス等利用計画案を作成

し、支給決定等が行われた後に、障害福祉サービス事業者等との連絡調整その他の便

宜を供与するとともに、当該支給決定等に係るサービス等利用計画を作成すること等

を行う。 

(9) 地域相談支援（地域移行支援） 

障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者

等につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談

等を行う。 

(10) 地域相談支援（地域定着支援） 

居宅において単身等で生活する障害者につき、当該障害者との常時の連絡体制を確

保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談等を行う。 

(11) 短期入所 

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、入所の必要が生じた障

害者等につき、障害者支援施設、児童福祉施設等に短期間の入所をさせ、入浴、排せ

つ及び食事の介護その他の必要な支援を行う。 

(12) 共同生活援助 

共同生活を営むべき住居に入居している障害者につき、主として夜間において、相

談その他の日常生活上の援助を行う。 
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(13) 自立訓練（機能訓練） 

身体障害を有する障害者につき、障害福祉サービス事業所において、又は当該障害

者の居宅を訪問して行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活

等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。 

(14) 自立訓練（生活訓練） 

知的障害又は精神障害を有する障害者につき、障害福祉サービス事業所において、

又は当該障害者の居宅を訪問して行う入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常

生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行

う。 

(15) 宿泊型自立訓練 

知的障害又は精神障害を有する障害者につき、居室その他の設備を利用させるとと

もに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言

その他の必要な支援を行う。 

(16) 就労移行支援 

就労を希望する 65 歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可

能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の

就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その

適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の

必要な支援を行う。 

(17) 就労継続支援（Ａ型） 

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等

に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要

な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。 

(18) 就労継続支援（Ｂ型） 

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されてい

た障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇

用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用される

に至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活

動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要

な訓練その他の必要な支援を行う。 

(19) 児童発達支援 

障害児につき、児童発達支援センター等に通わせ、日常生活における基本的な動作

の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う。（児童発達支援センターの

利用に係るものを除く。） 

(20) 放課後等デイサービス 

学校教育法第一条に規定する学校（幼稚園及び大学を除く。）に就学している障害児

につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センター等に通わせ、生活能力の向

上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行う。 

(21) 保育所等訪問支援 

保育所等に通う障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の

児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行う。 

(22) 障害児相談支援 

障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行う。 

 

３ 常勤換算従事者数 

兼務している常勤者（当該施設・事業所が定めた勤務時間数のすべてを勤務している

者）及び非常勤者について、その職務に従事した１週間の勤務時間を当該施設・事業所

の通常の１週間の勤務時間で除し小数点以下第２位で四捨五入した数と、常勤者の専従

職員数の合計をいう。 

 


